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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　曲率を有する外縁によって光通過口を形成し、回動によって前記光通過口の開口面積を
変化させる複数の遮光羽根と、前記複数の遮光羽根を駆動するための第１のアクチュエー
タと、前記光通過口に光軸方向において重なる位置に対し進退するＮＤフィルタと、前記
ＮＤフィルタを進退駆動するための第２のアクチュエータと、を有する光量調節装置であ
って、
　前記第１のアクチュエータの出力軸には、前記光軸方向に延びる第１のアームが取り付
けられており、前記第１のアームは、前記第１のアクチュエータにより前記光軸直交面内
において揺動駆動され、前記複数の遮光羽根に連結されており、
　前記第２のアクチュエータの出力軸には、前記光軸方向に延びる第２のアームが取り付
けられており、前記第２のアームは、前記第２のアクチュエータにより前記光軸直交面内
において揺動駆動され、前記ＮＤフィルタに連結されており、
　前記光軸方向において、前記複数の遮光羽根と前記ＮＤフィルタとの間に、前記複数の
遮光羽根およびＮＤフィルタを支持する支持板を配置し、
　前記光軸方向において、前記第１のアクチュエータを前記支持板を挟んで前記遮光羽根
とは反対側に配置し、前記第２のアクチュエータを前記支持板を挟んで前記ＮＤフィルタ
とは反対側に配置されており、
　前記光軸方向において、前記第１のアームと前記第２のアームが重なる位置に配置され
ていることを特徴とする光量調節装置。
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【請求項２】
　曲率を有する外縁によって光通過口を形成する複数の遮光羽根と、光軸回りで回転する
駆動リングにより前記複数の遮光羽根を回動させて前記光通過口の開口面積を変化させる
羽根駆動機構と、前記駆動リングを回転駆動するための第１のアクチュエータと、前記光
通過口に光軸方向において重なる位置に対し進退するＮＤフィルタと、前記ＮＤフィルタ
を進退駆動するための第２のアクチュエータと、を有する光量調節装置であって、
　前記第１のアクチュエータの出力軸には、前記光軸方向に延びる第１のアームが取り付
けられており、前記第１のアームは、前記第１のアクチュエータにより前記光軸直交面内
において揺動駆動され、前記駆動リングに連結されており、
　前記第２のアクチュエータの出力軸には、前記光軸方向に延びる第２のアームが取り付
けられており、前記第２のアームは、前記第２のアクチュエータにより前記光軸直交面内
において揺動駆動され、前記ＮＤフィルタに連結されており、
　前記光軸方向において、前記羽根駆動機構と前記ＮＤフィルタの間に、前記羽根駆動機
構および前記ＮＤフィルタを支持する支持板を配置し、
　前記光軸方向において、前記第１のアクチュエータを前記支持板を挟んで前記羽根駆動
機構とは反対側に配置し、前記第２のアクチュエータを前記支持板を挟んで前記ＮＤフィ
ルタとは反対側に配置されており、
　前記光軸方向において、前記第１のアームと前記第２のアームが重なる位置に配置され
ていることを特徴とする光量調節装置。
【請求項３】
　前記ＮＤフィルタがそれぞれ濃度が異なる複数の透過領域を有しており、
　前記ＮＤフィルタにおける前記光通過口に重なる位置への進入方向先端側ほど前記複数
の透過領域のうち濃度が薄い透過領域が配置されていることを特徴とする請求項１又は２
に記載の光量調節装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３の何れか一項に記載の光量調節装置を含み、この光量調節装置を通し
て矩形の撮像素子上に像を形成する撮影レンズ鏡筒であって、
　前記光軸方向から見たときに、前記ＮＤフィルタの進退駆動方向が、前記撮像素子の辺
に対して傾いていることを特徴とする撮影レンズ鏡筒。
【請求項５】
　前記ＮＤフィルタのうち前記光通過口に対する進入方向先端縁が、前記撮像素子の上辺
に対して略平行に延びていることを特徴とする請求項４に記載の撮影レンズ鏡筒。
【請求項６】
　前記ＮＤフィルタが複数の濃度領域を有しており、前記ＮＤフィルタのうち前記光通過
口に対する進入方向先端縁および前記複数の濃度領域における濃度境界線が、前記撮像素
子の上辺に対して略平行に延びていることを特徴とする請求項４に記載の撮影レンズ鏡筒
。
【請求項７】
　請求項４ないし６の何れか一項に記載の撮影レンズ鏡筒を備えたことを特徴とする撮像
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ビデオカメラ等の光学機器に用いられるレンズ鏡筒に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
ビデオカメラ用のズームレンズとしては、例えば被写体側から順に固定の凸、可動の凹、
固定の凸、可動の凸の４つのレンズ群から構成されるものがある。
【０００３】
図９（Ａ），（Ｂ）には、一般的な４群レンズ構成のズームレンズの鏡筒構造を示してい
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る。なお、（Ｂ）は（Ａ）におけるＡ－Ａ線断面を示している。
【０００４】
このズームレンズを構成する４つのレンズ群２０１ａ～２０１ｄは、固定された前玉レン
ズ２０１ａ、光軸に沿って移動することで変倍動作を行うバリエーターレンズ群２０１ｂ
、固定されたアフォーカルレンズ２０１ｃ、および光軸に沿って移動することで変倍時の
焦点面維持と焦点合わせを行うフォーカシングレンズ群２０１ｄからなる。
【０００５】
ガイドバー２０３，２０４ａ，２０４ｂは光軸２０５と平行に配置され、移動するレンズ
群の案内および回り止めを行う。ＤＣモータ２０６はバリエーターレンズ群２０１ｂを移
動させる駆動源となる。
【０００６】
前玉レンズ２０１ａは前玉鏡筒２０２に保持され、バリエーターレンズ群２０１ｂはＶ移
動環２１１に保持されている。また、アフォーカルレンズ２０１ｃは中間枠２１５に、フ
ォーカシングレンズ群２０１ｄはＲＲ移動環２１４に保持されている。また、中間枠２１
５には、絞りユニット２１８が保持されている。
【０００７】
前玉鏡筒２０２は、後部鏡筒２１６に位置決め固定されており、両鏡筒２０２，２１６に
よってガイドバー２０３が位置決め支持されているとともに、ガイドスクリュウ軸２０８
が回転可能に支持されている。このガイドスクリュウ軸２０８は、ＤＣモータ２０６の出
力軸２０６ａの回転がギア列２０７を介して伝達されることにより回転駆動される。
【０００８】
バリエーターレンズ群２０１ｂを保持するＶ移動環２１１は、押圧ばね２０９とこの押圧
ばね２０９の力でガイドスクリュウ軸２０８に形成されたスクリュー溝２０８ａに係合す
るボール２１０とを有しており、ＤＣモータ２０６によってガイドスクリュー軸２０８が
回転駆動されることにより、ガイドバー２０３にガイドおよび回転規制されながら光軸方
向に進退移動する。
【０００９】
後部鏡筒２１６とこの後部鏡筒２１６に位置決めされた中間枠２１５にはガイドバー２０
４ａ，２０４ｂが嵌合支持されている。ＲＲ移動環２１４は、これらガイドバー２０４ａ
，２０４ｂによってガイドおよび回転規制されながら光軸方向に進退可能である。
【００１０】
フォーカシングレンズ群２０１ｄを保持するＲＲ移動環２１４には、ガイドバー２０４ａ
，２０４ｂにスライド可能に嵌合するスリーブ部が形成されており、またラック２１３が
光軸方向についてＲＲ移動環２１４と一体的となるように組み付けられている。
【００１１】
ステッピングモータ２１２は、その出力軸に一体形成されたリードスクリュー２１２ａを
回転駆動する。リードスクリュー２１２ａにはＲＲ移動環２１４に組み付けられたラック
２１３が係合しており、リードスクリュー２１２ａが回転することによって、ＲＲ移動環
２１４がガイドバー２０４ａ，２０４ｂによりガイドされながら光軸方向に移動する。
【００１２】
なお、バリエーターレンズ群の駆動源としては、フォーカシングレンズ群の駆動源と同様
にステッピングモータを用いてもよい。
【００１３】
そして、前玉鏡筒２０２、中間枠２１５および後部鏡筒２１６により、レンズ等を略密閉
収容するレンズ鏡筒本体が形成される。
【００１４】
また、このようなステッピングモータを用いてレンズ群保持枠を移動させる場合には、フ
ォトインタラプタ等を用いて保持枠が光軸方向の１つの基準位置に位置することを検出し
た後に、ステッピングモータに与える駆動パルスの数を連続的にカウントすることにより
、保持枠の絶対位置を検出する。
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【００１５】
次に、上記絞りユニット２１８の構成を、図１０を用いて説明する。この絞りユニット２
１８は、２枚の絞り羽根２３ａ，２３ｂを、１つの回動式電磁アクチュエータ（モータ）
２３ｃによりシーソー式駆動レバー２３ｄを介して互いに反対方向に略平行移動させるタ
イプの絞りユニットである。
【００１６】
　２３ｅは絞りユニットの地板である。絞り羽根２３ａは光軸方向から見て略Ｊ字形をし
ており、その下側湾曲部の上縁には略半円形の大きな開口形成用切欠き２３ａ１が形成さ
れている。また、この開口形成用切欠き２３ａ１の下端部２３ａ２は逆三角形状に形成さ
れている。
【００１７】
絞り羽根２３ａの左側縁寄りの位置には、互いに上下方向に離間してそれぞれ上下方向に
延びるガイドスリット２３ａ３，２３ａ４が、また、右側縁寄りの位置には上下方向に延
びるガイドスリット２３ａ５がそれぞれ形成されている。
【００１８】
また、絞り羽根２３ａの左上側のガイドスリット２４ａ３の上方には、左右方向に延びる
連結長孔２３ａ６が形成されている。
【００１９】
そして、左側のガイドスリット２３ａ３，２３ａ４には、地板２３ｅに形成された支持ピ
ン２３ｅ１，２３ｅ２がそれぞれ係合し、右側のガイドスリット２３ａ５には、同じく地
板２３ｅに形成された支持ピン２３ｅ３が係合している。これにより、絞り羽根２３ａは
上下方向にのみ移動可能に地板２３ｅに支持される。
【００２０】
また、絞り羽根２３ｂは光軸方向から見て略ｈ字形をしており、その下側湾曲部の下縁に
は略半円形の大きな開口形成用切欠き２３ｂ１が形成されている。また、この開口形成用
切欠き２３ｂ１の上端部２３ｂ２は三角形状に形成されている。
【００２１】
絞り羽根２３ｂの右側縁寄りの位置には、互いに上下方向に離間してそれぞれ上下方向に
延びるガイドスリット２３ｂ３，２３ｂ４が、また、左側縁寄りの位置には上下方向に延
びるガイドスリット２３ｂ５がそれぞれ形成されている。
【００２２】
また、絞り羽根２３ｂの右上側のガイドスリット２３ｂ３の上方には、左右方向に延びる
連結長孔２３ｂ６が形成されている。
【００２３】
そして、右側のガイドスリット２３ｂ３，２３ｂ４には、地板２３ｅに形成された支持ピ
ン２３ｅ４，２３ｅ３がそれぞれ係合し、左側のガイドスリット２３ｂ５には、支持ピン
２３ｅ２が係合している。これにより、絞り羽根２３ｂは上下方向にのみ移動可能に地板
２３ｅに支持される。
【００２４】
　２３ｄはモータによって長手方向中央の位置を中心に揺動駆動されるシーソー型レバー
である。そして、絞り羽根２３ａ，２３ｂの連結長孔２３ａ６，２３ｂ６にはそれぞれシ
ーソー型レバー２３ｄの両端に設けられたピンが係合している。このため、モータが回転
して駆動レバー２３ｄが揺動すると、絞り羽根２３ａ，２３ｂは互いに反対方向に駆動さ
れ、それぞれの開口形成用切欠き２３ａ１，２３ｂ１によって形成される絞り開口の開口
面積が変化する。
【００２５】
また、図１０に示すようなタイプの絞りユニットにおいて、図１１に示すように、絞り羽
根２３ａ，２３ｂに並ぶ位置に、ＮＤフィルタ２７ａ～２７ｄを絞り開口に対して進退可
能に配置したものがある（特開平２０００－１０６６４９号公報等）。
【００２６】
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　このＮＤフィルタ２７ａ～２７ｄは、光軸方向から見て略Ｕ字形状に形成されたフィル
タ保持部材２６の開口部２６ｄを覆うようにフィルタ保持部材２６によって保持されてい
る。なお、開口部２６ｄの左右幅は絞り羽根２３ａ，２３ｂの各開口形成用切欠き２３ａ
１，２３ｂ１の左右幅とほぼ同じかやや大き目に形成されている。
【００２７】
　フィルタ保持部材２６の左右縁寄りの位置には、上下方向に延びるガイドスリット２６
ａがそれぞれ形成されており、さらに左側のガイドスリット２６ａの下方には、左右方向
に延びる連結長孔２６ｃが形成されている。そして、ガイドスリット２６ａには、本図に
は示していないが、図１０に示す地板２３ｅの支持ピン２３ｅ１，２３ｅ２，２３ｅ３，
２３ｅ４が嵌合する。これにより、フィルタ保持部材２６は上下方向にのみ移動可能に支
持される。
【００２８】
　ＮＤフィルタ２７ａ～２７ｄは、互いに異なる透過率を有しており、最も上側に位置す
るＮＤフィルタ２７ａの透過率が最も高く（つまり濃度が薄く）、下側に位置するＮＤフ
ィルタほど透過率が低く（濃度が濃く）なっている。
【００２９】
また、２４は絞りアクチュエータ（モータ）であり、その出力軸にはアーム２５が取り付
けられている。このアーム２５の先端には駆動ピン２５ａが設けられており、この駆動ピ
ン２５ａはフィルタ保持部材２６の連結長孔２６ｃに係合している。
【００３０】
このため、絞りアクチュエータ２４が作動してアーム２５が揺動すると、フィルタ保持部
材２６が上下方向に移動し、ＮＤフィルタ２７ａ～２７ｄが絞り開口に重なる位置に対し
て進退する。
【００３１】
　なお、図示していないが、ＮＤフィルタ（フィルタ保持部材２６）の地板２３ｅとは反
対側は、このＮＤフィルタを地板側に押さえる押さえ板が設けられる。
【００３２】
例えば明るい被写体に対して絞り口径が小さくなりすぎると、いわゆる小絞り回折による
画質の劣化と焦点深度の増大によるゴミの写り込みが問題となる。特に、撮像素子が小さ
くなって画素ピッチが細かくなると、回折の影響も大きくなる。
【００３３】
このため、上記のような絞り羽根と２種類以上のＮＤフィルタとを組み合わせた絞りユニ
ットを用い、ＮＤフィルタ２７ａ～２７ｄを絞り開口（小絞り）に重ねることで、回折等
を防止することが可能となる。
【００３４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したようにシーソー式駆動レバーを介して２枚の絞り羽根を互いに反
対方向に略平行移動させるタイプの絞りユニットでは、きわめて小さな小絞り状態とした
時に開口形状が異形（例えば、スリット形）になり、これに伴う回折の影響が懸念される
。
【００３５】
また、開口形状が異形であることは、画面の周辺光量が不均一になるという問題もある。
【００３６】
また、ＮＤフィルタを絞り羽根と別駆動する絞りユニットにおいて、絞り羽根とＮＤフィ
ルタとをあまり接近して配置すると、絞り羽根がＮＤフィルタに引っ掛かるおそれがある
。このため、特開平２０００－２５００９１号公報や特開平２０００－１２２１０９号公
報にて提案されているように、絞り羽根とＮＤフィルタとの間に両者の作動空間を仕切る
仕切板を設ける必要がある。
【００３７】
この場合、アクチュエータを除いた絞りユニットの光軸方向の厚みは、地板の厚みと、絞
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り羽根の作動空間の厚みと、仕切板の厚みと、ＮＤフィルタの作動空間の厚みと、押さえ
板の厚みとを合計したものとなり、かなり厚くなってしまうという問題もある。
【００３８】
さらに、ＮＤフィルタを絞り羽根と別駆動する絞りユニットにおいて、ＮＤフィルタを光
軸方向と略直交する平面内において上下方向に駆動すると、絞りユニット全体が上下方向
に大型化するという問題がある。
【００３９】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するために、本願第１の発明では、曲率を有する外縁によって光通過
口を形成し、回動によって前記光通過口の開口面積を変化させる複数の遮光羽根と、前記
複数の遮光羽根を駆動するための第１のアクチュエータと、前記光通過口に光軸方向にお
いて重なる位置に対し進退するＮＤフィルタと、前記ＮＤフィルタを進退駆動するための
第２のアクチュエータと、を有する光量調節装置であって、前記第１のアクチュエータの
出力軸には、前記光軸方向に延びる第１のアームが取り付けられており、前記第１のアー
ムは、前記第１のアクチュエータにより前記光軸直交面内において揺動駆動され、前記複
数の遮光羽根に連結されており、前記第２のアクチュエータの出力軸には、前記光軸方向
に延びる第２のアームが取り付けられており、前記第２のアームは、前記第２のアクチュ
エータにより前記光軸直交面内において揺動駆動され、前記ＮＤフィルタに連結されてお
り、前記光軸方向において、前記複数の遮光羽根と前記ＮＤフィルタとの間に、前記複数
の遮光羽根およびＮＤフィルタを支持する支持板を配置し、前記光軸方向において、前記
第１のアクチュエータを前記支持板を挟んで前記遮光羽根とは反対側に配置し、前記第２
のアクチュエータを前記支持板を挟んで前記ＮＤフィルタとは反対側に配置されており、
前記光軸方向において、前記第１のアームと前記第２のアームが重なる位置に配置されて
いることを特徴とする。
【００４０】
　これにより、遮光羽根を回動させるタイプの小絞り状態でも光通過口が異形となりにく
い羽根機構を持つとともに、地板等の支持板自体によって遮光羽根とＮＤフィルタの干渉
を防止して遮光羽根およびＮＤフィルタのスムーズな動作を確保でき、しかも第１および
第２のアクチュエータを支持板を挟んで互いに反対側に配置することによって、第１およ
び第２のアクチュエータを光軸直交方向両側に配置する場合に比べてその光軸直交方向の
寸法が小さい光量調節装置を実現することが可能である。
【００４１】
　また、本願第２の発明では、曲率を有する外縁によって光通過口を形成する複数の遮光
羽根と、光軸回りで回転する駆動リングにより前記複数の遮光羽根を回動させて前記光通
過口の開口面積を変化させる羽根駆動機構と、前記駆動リングを回転駆動するための第１
のアクチュエータと、前記光通過口に光軸方向において重なる位置に対し進退するＮＤフ
ィルタと、前記ＮＤフィルタを進退駆動するための第２のアクチュエータと、を有する光
量調節装置であって、前記第１のアクチュエータの出力軸には、前記光軸方向に延びる第
１のアームが取り付けられており、前記第１のアームは、前記第１のアクチュエータによ
り前記光軸直交面内において揺動駆動され、前記駆動リングに連結されており、前記第２
のアクチュエータの出力軸には、前記光軸方向に延びる第２のアームが取り付けられてお
り、前記第２のアームは、前記第２のアクチュエータにより前記光軸直交面内において揺
動駆動され、前記ＮＤフィルタに連結されており、前記光軸方向において、前記羽根駆動
機構と前記ＮＤフィルタの間に、前記羽根駆動機構および前記ＮＤフィルタを支持する支
持板を配置し、前記光軸方向において、前記第１のアクチュエータを前記支持板を挟んで
前記羽根駆動機構とは反対側に配置し、前記第２のアクチュエータを前記支持板を挟んで
前記ＮＤフィルタとは反対側に配置されており、前記光軸方向において、前記第１のアー
ムと前記第２のアームが重なる位置に配置されていることを特徴とする。
【００４２】
　これにより、駆動リングの回転により複数の遮光羽根を回動するタイプの小絞り状態で
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も光通過口が異形となりにくい羽根駆動機構を持つとともに、地板等の支持板自体によっ
て遮光羽根とＮＤフィルタの干渉を防止して遮光羽根およびＮＤフィルタのスムーズな動
作を確保でき、しかも駆動リングを支持板における光軸方向厚み内に配置することによっ
て遮光羽根とは別駆動されるＮＤフィルタを備えつつも光軸方向厚みが薄く、さらには第
１および第２のアクチュエータを支持板を挟んで互いに反対側に配置することによって、
第１および第２のアクチュエータを光軸直交方向両側に配置する場合に比べてその光軸直
交方向の寸法が小さい光量調節装置を実現することが可能である。
【００４３】
なお、上記第１および第２の発明において、第１のアクチュエータを支持板を挟んで遮光
羽根又は羽根駆動機構とは反対側（つまりはＮＤフィルタ側）に配置することにより、光
軸方向において、第１のアクチュエータと絞り羽根の間に、絞り駆動レバー及び上記支持
板が配置されるため、従来は支持板に対して光軸方向において、片側のみに絞り羽根、絞
り駆動レバー、第１のアクチュエータがレイアウトされていたのに対して、光軸方向にお
ける省スペース化に貢献している。
【００４４】
　さらに、第２のアクチュエータを上記支持板を挟んでＮＤフィルタとは反対側（つまり
は遮光羽根又は羽根駆動機構側）に配置することにより、光軸方向において、第２のアク
チュエータとＮＤフィルタとの間に、ＮＤ駆動レバー及び上記支持板が配置されるため、
従来は支持板に対して光軸方向において、片側のみにＮＤフィルタ、ＮＤ駆動レバー、第
２のアクチュエータがレイアウトされていたのに対して、光軸方向における省スペース化
に貢献している。
【００４５】
　また、ＮＤフィルタとしてそれぞれ濃度が異なる複数の透過領域を有するものを用い、
このＮＤフィルタにおける上記光通過口に重なる位置への進入方向先端側ほど濃度が薄い
透過領域を配置することにより、光通過口における素通し部分（ＮＤフィルタで覆われて
いない部分）とＮＤフィルタが重なった部分との透過率差が大きいことによる回折の影響
を防ぐことが可能になる。
【００４６】
また、上記の光量調節装置を含み、この光量調節装置を通して矩形の撮像素子上に像を形
成する撮影レンズ鏡筒において、ＮＤフィルタの進退駆動方向を撮像素子の辺に対して傾
かせることにより、ＮＤフィルタ駆動範囲の上記辺が延びる方向の寸法を小さくすること
が可能となる。
【００４７】
しかも、第２のアクチュエータによりアーム部材を揺動駆動し、このアーム部材によって
ＮＤフィルタを進退駆動する場合に、アーム部材の揺動範囲を第２のアクチュエータにお
ける撮像素子の上記辺を延長した方向の端部よりも光軸側に収まるようにすることで、装
置全体における上記辺が延びる方向の寸法をより小さくすることが可能となる。
【００４８】
このような撮影レンズ鏡筒を用いることにより、撮像装置の小型化を図ることが可能とな
る。
【００４９】
なお、ＮＤフィルタの進退駆動方向が上記のように斜めとなっている場合でも、ＮＤフィ
ルタにおける進入方向先端縁や濃度境界線を撮像素子の上辺に略平行とすることにより、
ＮＤフィルタの進退時に撮像画面中の明るさ変化に違和感が生ずるのを防止することが可
能である。
【００５０】
【発明の実施の形態】
図１および図２には、本発明の実施形態である光量調節ユニット（光量調節装置）を含む
撮影レンズ鏡筒の構成を示している。
【００５１】
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これらの図において、Ｌ１は固定の第１群レンズ、Ｌ２は光軸方向に移動することにより
変倍動作を行なう第２群レンズ、Ｌ３は手振れ等に応じて光軸と垂直な平面内で移動する
ことにより像振れ補正動作を行なう第３群レンズ、Ｌ４は光軸方向に移動することにより
合焦動作を行なう第４群レンズである。
【００５２】
本実施形態のレンズ鏡筒において、第１群レンズＬ１は凸、第２群レンズＬ２は凹、第３
群レンズＬ３は凸、第４群レンズＬ４は凸のパワーを有しており、この撮影光学系は被写
体側から順に凸凹凸凸の４群構成の変倍光学系を構成する。
【００５３】
１は第１群レンズＬ１を保持する前玉鏡筒ユニット、２は第２群レンズ群Ｌ２を保持する
変倍移動枠である。また、３は第３群レンズＬ３を光軸と垂直な平面内で移動可能に保持
するシフトユニットであり、４は第４群レンズＬ４を保持する合焦移動枠である。
【００５４】
５はＣＣＤ等の撮像素子を固定保持する後部鏡筒であり、前玉鏡筒ユニット１と後部鏡筒
５とにより２本のガイドバー６，７が位置決め固定されている。また、シフトユニット３
と後部鏡筒５との間にはガイドバー８が位置決め固定されている。
【００５５】
変倍移動枠２はガイドバー６，７により光軸方向に移動可能に支持され、合焦移動枠４は
ガイドバー６，８により光軸方向に移動可能に支持されている。なお、変倍移動枠２およ
び合焦移動枠４はそれぞれ、一方のガイドバーに対して光軸方向に所定の長さを有するス
リーブ部で嵌合することにより、光軸方向への倒れが防止され、他方のガイドバーにＵ溝
部で係合することにより上記一方のガイドバー回りでの回転が防止される。
【００５６】
シフトユニット３は前玉鏡筒ユニット１に位置決めされた上、後部鏡筒５と前玉鏡筒ユニ
ット１との間に挟み込まれて保持されている。
【００５７】
９は第１群レンズＬ１から光学系に入射した光量を変化させる光量調節ユニットである。
【００５８】
この光量調節ユニット９は、６枚の絞り羽根を開閉揺動させて絞り口径を変化させるいわ
ゆる虹彩絞りを有する。また、光量調節ユニット９は、３濃度のＮＤフィルタが絞り羽根
とは別駆動で絞り開口に重なる位置に進退できるようになっている。
【００５９】
光量調節ユニット９は、３本のビスにより前方からシフトユニット３に締結固定されてい
る。この光量調節ユニット９の詳しい構成については後述する。
【００６０】
後部鏡筒５は前玉鏡筒ユニット１に位置決めされ、同時に、前述のようにシフトユニット
３を挟み込んだ上で３本のビスにより後方から共締め固定されている。
【００６１】
１０は合焦移動枠４を光軸方向に移動させるためのリードスクリューであり、その前後に
軸受け形状を持つとともに後部に多極に着磁されたローターマグネット１０ａが固定され
ている。
【００６２】
１１はローターマグネット１０ａを回転させるためのステッピングモータステータユニッ
トであり、リードスクリュー１０はシフトユニット３とステッピングモータステータユニ
ット１１に設けられた軸受け部で回転可能に支持される。
【００６３】
リードスクリュー１０には、合焦移動枠４に取り付けられたラック４ａが噛み合っており
、このリードスクリュー１０の回転により、ラック４ａとともに合焦移動枠４が光軸方向
に駆動される。
【００６４】
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なお、合焦移動枠４とラック４ａとの間に配置されたねじりコイルバネ４ｂによって、合
焦移動枠４がガイドバー６，８に対してガイドバー径方向に、ラック４ａが合焦移動枠４
に対して光軸方向に、さらにラック４ａがリードスクリュー１０への噛み合い方向にそれ
ぞれ片寄せ付勢され、各部のガタをなくしている。
【００６５】
１２は第２群レンズＬ２を光軸方向に移動させるためのリードスクリューであり、その前
後に軸受け形状を持つとともに後部に多極に着磁されたローターマグネット１２ａが固定
されている。
【００６６】
１３はローターマグネット１２ａを回転させるためのステッピングモータステータユニッ
トであり、リードスクリュー１２はシフトユニット３とステッピングモータステータユニ
ット１３に設けられた軸受け部で回転可能に支持されている。
【００６７】
リードスクリュー１２には、変倍移動枠２に取り付けられたラック２ａが噛み合っており
、このリードスクリュー１２の回転により、ラック２ａとともに変倍移動枠２が光軸方向
に駆動される。
【００６８】
なお、変倍移動枠２とラック２ａとの間に配置されたねじりコイルバネ２ｂによって、変
倍移動枠２がガイドバー６，７に対してガイドバー径方向に、ラック２ａが変倍移動枠２
に対して光軸方向に、さらにラック２ａがリードスクリュー１２への噛み合い方向にそれ
ぞれ片寄せ付勢され、各部のガタをなくしている。
【００６９】
ステッピングモータステータユニット１１，１３はそれぞれ、後部鏡筒５に２本のビスで
固定されている。
【００７０】
１４はフォトインタラプタからなるフォーカスリセットスイッチであり、合焦移動枠４に
形成された遮光部４ｃの光軸方向への移動による遮光、透光の切り替わりを検出して電気
信号を出力する。後述する制御回路は、このフォーカスリセットスイッチタ１４からの電
気信号に基づいて第４群レンズＬ４が基準位置に位置するか否かを判別する。このフォー
カスリセットスイッチ１４は１本のビスによって後部鏡筒５に固定されている。
【００７１】
１５はフォトインタラプタからなるズームリセットスイッチであり、変倍移動枠２に形成
された遮光部２ｃの光軸方向への移動による遮光、透光の切り替わりを検出して電気信号
を出力する。後述する制御回路は、このズームリセットスイッチ１５からの電気信号に基
づいて第２群レンズＬ２が基準位置に位置するか否かを判別する。このズームリセットス
イッチ１５は１本のビスによって前玉鏡筒ユニット１に固定されている。
【００７２】
次に、上記シフトユニット３の構成について説明する。第３群レンズＬ３は、ＰＩＴＣＨ
方向（カメラの縦方向）の像振れを補正するための縦方向シフトと、ＹＡＷ方向（カメラ
の横方向）の像振れを補正するための横方向シフトとが可能である。なお、縦方向および
横方向ともそれぞれ専用の駆動系およびシフト位置センサを持ち、互いに独立して駆動制
御される。
【００７３】
縦方向および横方向の駆動系およびシフト位置センサは光軸回りで９０度位相がずれてい
るだけで基本的に同一の構成であるので、ここでは縦方向の駆動系およびシフト位置につ
いてのみを図２を用いて説明する。
【００７４】
　図２において、３ｂはシフトユニット３のベースとなる、レンズ鏡筒と一体化されたシ
フトベースである。また、３ａは第３群レンズＬ３を保持し、シフトベース３ｂに対して
光軸直交方向に移動可能なシフト鏡筒である。このシフト鏡筒３ａには、圧縮コイルバネ
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３ｄの前端部（物体側の端部）が嵌合しており、圧縮コイルバネ３ｄの後端部（像面側の
端部）は後述する後側のセンサーベース３ｃに当接している。これにより、シフト鏡筒３
ａは、常時シフトベース３ｂ側（前側）に付勢される。また、シフト鏡筒３ａには、後述
する電磁コイル３ｉが位置決め固定されている。
【００７５】
なお、圧縮コイルバネ３ｄは、その近傍に配置される検出用および駆動用磁石（これらに
ついては後述する）に吸着してしまわないように、リン青銅線等によって形成されている
。
【００７６】
３１は上記圧縮コイルバネ３ｄの付勢力によってシフトベース３ｂとシフト鏡筒３ａとの
間に挟持されたボールである。なお、図中には１つのボール３１しか示していないが、実
際にはボール３１は光軸直交面内に略同一の周方向間隔で３つ配置されている。
【００７７】
また、ボール３１は、その近傍に配置される後述する駆動用磁石に吸引されないように、
ＳＵＳ３０４（オーステナイト系のステンレス鋼）等によって形成されている。
【００７８】
　３つのボール３１が当接するシフトベース３ｂ側の面とシフト鏡筒３ａ側の面とはいず
れも光学系の光軸に対して垂直な面となっており、３つのボール３１の呼び径を同じとす
ることにより、シフト鏡筒３ａ（つまりは第３群レンズＬ３）を光軸に対して直角を保っ
たままで保持およびシフトガイドすることができる。
【００７９】
センサーベース３ｃは２本の位置決めピンでレンズ鏡筒に対する位置が決められ、３本の
ビスでシフトベース３ｂに結合される。
【００８０】
なお、３つのボール３１とそれぞれの当接面との間には、ボール３１がシフトベース３ｂ
とシフト鏡筒３ａとにより付勢挟持されていない状態でもボール３１が当接面から容易に
脱落しない程度の粘度を有する潤滑油が塗布される。これにより、圧縮コイルバネ３ｄの
付勢力を上回る慣性力がシフト鏡筒３ａに働いて、ボール３１が非挟持状態になっても、
ボール３１の位置が容易にずれるのを防止できる。
【００８１】
次に、シフト鏡筒３ａの駆動機構について説明する。３ｊは光軸から放射方向に２極着磁
された駆動用磁石、３ｋは駆動用磁石３ｊの光軸方向前側の磁束を閉じるためのヨーク、
３ｉはシフト鏡筒３ａに接着により固定されたコイル、３ｈは駆動用磁石３ｊの光軸方向
後側の磁束を閉じるためのヨークである。
【００８２】
ヨーク３ｈは、駆動用磁石３ｊとともにコイル３ｉが移動する空間を形成し、シフトベー
ス３ｂに対して磁石の磁力により固定されている。これら駆動用磁石３ｊとヨーク３ｋ，
３ｈとにより磁気回路が構成されている。
【００８３】
コイル３ｉに電流を流すと、駆動用磁石３ｊの２極着磁の着磁境界に対して略直角方向に
、磁力線相互の反発によるローレンツ力が発生し、シフト鏡筒３ａを移動させる。すなわ
ち、シフト鏡筒３ａの駆動機構は、いわゆるムービングコイル型の駆動機構を構成してい
る。
【００８４】
シフトユニット３では、このような駆動機構が縦方向および横方向に配置されているため
、シフト鏡筒３ａを光軸直交面内で略直交する２方向（縦方向および横方向）にシフト駆
動することができる。
【００８５】
シフト鏡筒３ａは、圧縮コイルバネ３ｄによってシフトベース３ｂに対して３つのボール
３１を介して押し付けられているため、シフト鏡筒３ａが駆動されるときに負荷となる摩
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擦力はボール３１の転がり摩擦のみとなる。そして、その摩擦力は極めて小さいため、シ
フト鏡筒３ａを微小に駆動制御することができる。
【００８６】
次に、シフト鏡筒３ａの位置検出について説明する。３ｆは光軸に対して放射方向に２極
着磁された検出用磁石、３ｇは検出用磁石３ｆの光軸方向前側の磁束を閉じるためのヨー
クであり、両者はシフト鏡筒３ａに固定されている。
【００８７】
また、３ｅは磁束密度を電気信号に変換するホール素子であり、センサーベース３ｃに位
置決め固定されている。これら構成要素によってシフト位置センサが構成されている。
【００８８】
　シフト鏡筒３ａが縦もしくは横方向に駆動されると、ホール素子３ｅによって検出され
る磁束密度が変化し、この磁束密度の変化を適当な信号処理により電気信号として検出す
ることにより、シフト鏡筒３ａのシフト位置を検出することができる。
【００８９】
次に、上述した光量調節ユニット９の詳細な構成と動作について、図３～図５を用いて説
明する。なお、図３には、光量調節ユニット９を分解して示しており、図４には光量調節
ユニット９の主要部分の断面を示している。また、図５には、光量調節ユニット９におけ
るＮＤフィルタの駆動機構を像面側から見て示している。
【００９０】
９ａは光量調節ユニット９において各構成要素を支持するベースとなる地板（支持板）で
あり、上部のリング状部分と下部のフランジ状部分とを有して構成されている。
【００９１】
６枚の絞り羽根９ｅの外側部分には穴部９ｅ１が形成されており、この穴部９ｅ１には地
板９ａにおけるリング状部分の外周側の前面６箇所に設けられた支持ピン９ａ１が回動可
能に嵌合している。
【００９２】
また、地板９ａにおけるリング状部分の内周側の前面には、外周側の前面より後方に下が
ったリング状の凹部９ａ２が形成されており、ここには駆動リング９ｄが光軸回りで回動
可能にはめ込まれている。これにより、図４に示すように、駆動リング９ｄは地板９ａに
おけるリング状部分の光軸方向厚み内に収まっている（但し、後述する駆動ピン９ｄ１の
み前方に突出している）。
【００９３】
なお、凹部９ａ２の底面に相当する後端面には半球状の突起９ａ３が周方向複数箇所に形
成されており、駆動リング９ｄはこの突起９ａ３に当接することで、凹部９ａ２内でスム
ーズに回転することができる。
【００９４】
駆動リング９ｄの前面には駆動ピン９ｄ１が周方向６箇所に設けられており、これら駆動
ピン９ｄ１は絞り羽根９ｅにおける上記穴部９ｅ１よりも内側に形成された長穴部９ｅ２
に嵌合している。このため、駆動リング９ｄを光軸回りで回転させると、６枚の絞り羽根
９ｅは地板９の支持ピン９ａ１を中心として開閉揺動し、これら６枚の絞り羽根９ｅによ
って形成される絞り開口の面積が変化してこの絞り開口を通過する光量が増減する。
【００９５】
この際の絞り開口の形状は、開放から小絞り状態まで略円形が維持され、異形にならない
。このため、小絞り状態においても周辺光量を均一にすることができる。
【００９６】
なお、図４に示すように、地板９ａにおけるリング状部分の前方には、６枚の絞り羽根９
ｅと駆動リング９ｄを地板側に押さえるためのリング状の押さえ板９ｉが配置されており
、地板９ａに固定されている。
【００９７】
また、駆動リング９ｄの周方向一箇所には径方向外方に延びるアーム部９ｄ３が形成され



(12) JP 4684410 B2 2011.5.18

10

20

30

40

50

ており、このアーム部９ｄ３の先端には長穴部９ｄ２が形成されている。この長穴部９ｄ
２には、後述する絞り駆動アーム９ｃのピン部が嵌合している。
【００９８】
　一方、地板９の後面側には、フィルタ保持板９ｈ１が配置されている。このフィルタ保
持板９ｈ１におけるＵ字形部分の前面下側には、単一の濃度（透過率３２％）のＮＤフィ
ルタ９ｈ２が貼られており、またＵ字形部分の後面の上側から下側にかけて、透過率３２
％と１０％の２種類の透過率エリアが上下に分かれて形成された２濃度のＮＤフィルタ９
ｈ３が貼られている。ＮＤフィルタ９ｈ３の透過率１０％の領域のうち下側の部分は、Ｎ
Ｄフィルタ９ｈ２と重なっている。
【００９９】
　これにより、図５に示すように、上側（絞り開口への進入方向先端側）から順に、透過
率３２％を有するエリア９ｈ９と、透過率１０％を有するエリア９ｈ８と、透過率３２％
を有するエリア９ｈ７の合計３種類の透過率を有した複数の濃度領域を有するＮＤフィル
タユニット９ｈが構成される。
【０１００】
ここで、図５に示すように、フィルタ保持板９ｈ１は撮像素子１８において上下方向に延
びる短辺１８ａ（および光軸に交わる垂直軸Ｖ）に対して斜めに傾いた形状を有する。
【０１０１】
そして、フィルタ保持板９ｈ１の側端側には、同様に短辺１８ａに対して傾いて延びる長
穴部９ｈ１２，９ｈ１３が形成されている。これら長穴部９ｈ１２，９ｈ１３には、地板
９の後面に設けられたガイドピン９ａ４がそれぞれ嵌合している。
【０１０２】
また、フィルタ保持板９ｈ１の下端には、長穴部９ｈ１２，９ｈ１３の長手方向に対して
略直交する方向に延びる長穴部９ｈ１１が形成されており、この長穴部９ｈ１１には後述
するＮＤ駆動アーム９ｇのピン部９ｇ１が嵌合している。
【０１０３】
なお、図４に示すように、地板９ａにおけるリング状部分の後方には、ＮＤフィルタユニ
ット９ｈを地板側に押さえるためのリング状の押さえ板９ｊが配置されており、地板９ａ
に固定されている。
【０１０４】
　さらに、地板９ａにおけるフランジ状部分の後面（すなわち、地板９ａを挟んで絞り羽
根９ｅとは反対側）には、ステッピングモータからなる絞り駆動モータ（第１のアクチュ
エータ）９ｂがレイアウトされており、地板９ａにおけるフランジ状部分の前面（すなわ
ち、地板９ａを挟んでＮＤフィルタユニット９ｈとは反対側）には、ステッピングモータ
からなるＮＤ駆動モータ（第２のアクチュエータ）９ｆがレイアウトされている。
【０１０５】
絞り駆動モータ９ｂの出力軸には、絞り駆動アーム９ｃの基端部が連結されており、この
絞り駆動アーム９ｃの先端に設けられたピン部は、前述したように駆動リング９ｄの長穴
部９ｄ２に嵌合している。
【０１０６】
このため、絞り駆動モータ９ｂが回転して絞り駆動アーム９ｃが揺動すると、駆動リング
９ｄが光軸回りで回転し、６枚の絞り羽根９ｅが開閉揺動する。
【０１０７】
また、ＮＤ駆動モータ９ｆの出力軸には、ＮＤ駆動アーム９ｇの基端部が連結されており
、ＮＤ駆動アーム９ｇの先端に設けられたピン部９ｇ１は、前述したようにフィルタ保持
板９ｈ１の長穴部９ｈ１１に嵌合している。
【０１０８】
このため、ＮＤ駆動モータ９ｆが回転してＮＤ駆動アーム９ｇが揺動すると、ＮＤフィル
タユニット９ｈは、ガイドピン９ａ４によって長穴部９ｈ１２，９ｈ１３がガイドされな
がら図５中、矢印９ｈ１４の方向に往復する。これにより、絞り羽根９ｅによって形成さ
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れる絞り開口に対して、各ＮＤエリア９ｈ７～９ｈ９を進退させることができる。
【０１０９】
　このとき、図５に示すように、ＮＤフィルタユニット９ｈの進退方向である矢印９ｈ１
４の方向は垂直軸Ｖ（短辺１８ａ）に対して斜めに傾いており、ＮＤ駆動モータ９ｆは、
光軸方向から見たときに、垂直軸Ｖに近い位置であってＮＤフィルタユニット９ｈの下側
にレイアウトされている。
【０１１０】
このため、ＮＤフィルタユニット９ｈの進退駆動を行う際に、ＮＤ駆動アーム９ｇの先端
部（ピン部９ｇ１）は、退避方向端において図中に９ｇ１１で示す位置に、進入方向端に
おいて９ｇ１３に示す位置に位置することになる。なお、ＮＤ駆動レバー９ｇの全揺動角
のちょうど中央を９ｇ１２とする。
【０１１１】
ＮＤフィルタユニット９ｈを含むフィルタ駆動機構がこのようなレイアウトをとることに
より、フィルタ駆動機構として光軸直交面内において、一方向（例えば上下方向）にのみ
大型化することを防ぐことができる。
【０１１２】
　その理由は、ＮＤ駆動アーム９ｇのピン部９ｇ１が全揺動角の振り分け中心９ｇ１２に
位置するときに、水平軸ＨとＮＤ駆動アーム９ｇがなす角度９ｇ２は水平軸Ｈに対して０
゜ではなくある角度をもっており、ＮＤ駆動アーム９ｇのピン部９ｇ１が光軸から最も遠
い位置９ｇ１１に達したときにおいても垂直軸Ｖの方向でのＮＤ駆動モータ９ｆの最下端
を通る水平線９ｆ１よりも上側（光軸側）に収まっているからである。
【０１１３】
また、本実施形態のように、地板９ａを挟んだ互いに反対側にモータ９ｂ，９ｆを振り分
けて配置することにより、例えば地板９ａの一方の側の上下にモータ９ｂ，９ｆを振り分
けて配置するような場合に比べて、光量調節ユニット全体としての上下方向の寸法を小さ
くすることができる。
【０１１４】
また、この揺動角の振り分け中心角９ｇ２を表す線は、ＮＤフィルタユニット９ｈの進退
駆動方向９ｈ１４にほぼ直交するため、ＮＤ駆動アーム９ｇの全揺動角をＮＤフィルタユ
ニット９ｈの全進退ストロークに有効に使うことができる。
【０１１５】
このとき、ＮＤエリア９ｈ７の最先端部９ｈ４および濃度境界部分９ｈ５，９ｈ６は水平
軸Ｈにほぼ平行となっている。
【０１１６】
これは、ＮＤエリア９ｈ７の最先端部９ｈ４および濃度境界部分９ｈ５，９ｈ６が水平軸
に対して角度を持っていると、撮像素子による撮像画像が、例えばＮＤフィルタの進入時
に画面の斜め上側の部分から斜めに暗くなり、高品位な画像が得られないからである。
【０１１７】
つまり、ＮＤエリア９ｈ７の最先端部９ｈ４および濃度境界部分９ｈ５，９ｈ６が水平軸
に対して平行であれば、例えばＮＤフィルタの進入時に撮像画面の上側から暗くなるが、
実際に撮影する被写体は、画面の下側よりも上側の方が明るい場合が多い（例えば、風景
撮影では画面の上側が空になり明るい）ため、ＮＤ進入時の画質に違和感はない。
【０１１８】
また、本実施形態では、絞り羽根９ｅとＮＤフィルタユニット９ｈとの間には地板９ａが
配置され、この地板９ａによって絞り羽根９ｅの作動空間とＮＤフィルタユニット９ｈの
作動空間とが仕切られているため、絞り羽根９ｅとＮＤフィルタユニット９ｈとが互いに
干渉することがない。このため、絞り羽根９ｅとＮＤフィルタユニット９ｈのそれぞれの
円滑な作動を確保することができる。
【０１１９】
さらに、本実施形態の光量調節ユニット９のうち駆動モータ９ｂ，９ｆを除いた部分（特
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に、地板９ａのリング状部分の前後）の光軸方向の厚みは、駆動リング９ｄが地板９ａの
リング状部分の厚み内に収まっているため、地板９ａのリング状部分の厚みと、絞り羽根
９ｅの作動空間の厚みと、ＮＤフィルタユニット９ｈの作動空間の厚みと、前後の押さえ
板９ｉ，９ｊの厚みの合計となり、例えば地板の光軸方向外方に駆動リングを配置したり
、これに加えて地板とは別に仕切板を設けたりする場合に比べて薄くすることができる。
【０１２０】
また、ＮＤフィルタユニット９ｈは、光軸方向において地板９ａを挟んでＮＤ駆動モータ
９ｆと反対側に位置しているので、ＮＤフィルタユニット９ｈとＮＤ駆動モータ９ｆの間
に、地板９ａ及びＮＤ駆動レバー９ｇをレイアウトすることができ、従来は、光軸方向に
おいて、地板９ａに対して片側のみにＮＤフィルタユニット９ｈ、ＮＤ駆動レバー９ｇ、
ＮＤ駆動モータ９ｆがレイアウトされていたのに対して、光軸方向における省スペース化
に貢献している。
【０１２１】
また、絞り羽根９ｅは光軸方向において地板９ａを挟んで絞り駆動モータ９ｂと反対側に
位置しているので、絞り羽根９ｅと絞り駆動モータ９ｂの間に、地板９ａ及び絞り駆動レ
バー９ｃをレイアウトすることができ、従来は、光軸方向において、地板９ａに対して片
側のみに絞り羽根９ｅ、絞り駆動レバー９ｃ、絞り駆動モータ９ｂがレイアウトされてい
たのに対して、光軸方向における省スペース化に貢献している。
【０１２２】
図６には、上記撮影レンズ鏡筒を備えたビデオカメラ（撮像装置）における電気的構成を
示している。この図において、図１から５にて説明したレンズ鏡筒の構成要素については
、これら図での符号と同符号を付して説明に代える。
【０１２３】
図６において、６１はＣＰＵからなる制御回路であり、ズーム駆動源としてのステッピン
グモータステータユニット１３およびリードスクリュー１２と、フォーカス駆動源として
のステッピングモータステータユニット１１およびリードスクリュー１０と、シフトユニ
ット３におけるコイル３ｉと、絞り駆動モータ９ｂと、ＮＤ駆動モータ９ｆといった各駆
動源を制御するとともに、後述する各回路等を制御する。
【０１２４】
また、制御回路６１には、ズームおよびフォーカスリセットスイッチ１５，１４、カメラ
の振れを検出してシフトユニット３を駆動させる振れセンサ６３、シフト位置センサ３ｅ
，３ｇ、光量調節ユニット９における絞り機構およびＮＤフィルタユニットが初期位置に
位置したことを検出するための絞り・ＮＤリセットスイッチ６２からの検出信号が入力さ
れる。
【０１２５】
なお、ズーム駆動源、フォーカス駆動源、絞り駆動モータ９ｂおよびＮＤ駆動モータ９ｆ
については、各リセットスイッチ１５，１４，６２により初期位置が検出された時点から
各駆動源に供給される駆動パルスをカウントすることにより、位置検出を行ったり目標位
置への駆動を行ったりする。
【０１２６】
６５はカメラ信号処理回路であり、撮像素子１８の出力に対して所定の増幅やガンマ補正
などを施す。これらの所定の処理を受けた映像信号のコントラスト信号は、ＡＥゲート６
６およびＡＦゲート６７を通過する。すなわち、絞りやＮＤフィルタユニットの目標位置
やシャッタ速度の決定（露出決定）およびピント合わせのために最適な信号の取り出し範
囲が全画面内のうちこのゲートで設定される。このゲートの大きさは可変であったり、複
数設けられたりする場合がある。
【０１２７】
６８はＡＦ（オートフォーカス）のためのＡＦ信号を処理するＡＦ信号処理回路であり、
映像信号の高周波成分に関する１つもしくは複数の出力を生成する。
【０１２８】
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７０は撮影者によって操作されるズームスイッチであり、６９はズームトラッキングメモ
リである。ズームトラッキングメモリ６９は、変倍に際して被写体距離とバリエーターレ
ンズ位置に応じてセットすべきフォーカシングレンズ位置の情報を記憶する。なお、ズー
ムトラッキングメモリとしてＣＰＵ６１内のメモリを使用してもよい。
【０１２９】
例えば、撮影者によりズームスイッチ７０が操作されると、ＣＰＵ６１は、ズームトラッ
キングメモリ６９の情報をもとに算出した第２群レンズＬ２と第４群レンズＬ４の所定の
位置関係が保たれるようにズーム駆動源とフォーカス駆動源を駆動制御する。
【０１３０】
また、オートフォーカス動作ではＡＦ信号処理回路６８の出力がピークを示すように、Ｃ
ＰＵ６１は、フォーカス駆動源を駆動制御する。
【０１３１】
さらに、適正露出を得るために、ＣＰＵ６１は、ＡＥゲート６６を通過したＹ信号の出力
の平均値を所定値として、絞り駆動モータ９ｂやＮＤ駆動モータ９ｆを駆動制御して、絞
り開口径やＮＤ透過率をコントロールする。
【０１３２】
ここで、本実施形態における絞りが開放で、かつＮＤフィルタが退避した初期状態からの
制御回路６１による光量調節方法について説明する。
【０１３３】
制御回路６１は、初期状態から、例えばＦ４．０の明るさ（暗さ）にするまでは、絞りを
閉じることによってのみ光量を調節する。これは、Ｆ４．０程度までは、絞りを閉じても
回折の影響による画像の劣化は起きないからである。
【０１３４】
そして、Ｆ４．０以上に暗くするときには、制御回路６１は、ＮＤフィルタによる光量調
節を行う。
【０１３５】
このような制御方法を採ることによって、ＮＤフィルタユニット９ｈの光束が通過する範
囲をＦ４．０の開口径程度まで小さくすることができ、ＮＤフィルタユニット９ｈひいて
は光量調節ユニット９の小型化を図ることができる。
【０１３６】
なお、絞りによる光量調節とＮＤフィルタによる光量調節との境界は、Ｆ４．０でなくて
もよく、この値は回折の影響が起きない範囲であればより小絞り側でもよい。
【０１３７】
　また、本実施形態では、ＮＤフィルタユニットが３つの透過率エリア（複数の濃度領域
）を有する場合について説明したが、その数は１つ又は２つの透過率エリアでも４つ以上
の透過率エリアを有していてもよい。
【０１３８】
また、複数の透過率エリアを形成するにも、上記実施形態にて説明した方法でなくてもよ
く、単濃度フィルタを２枚組み合わせてもよいし、２種類以上の透過率を有したフィルタ
を１枚貼るだけでもよい。
【０１３９】
さらに、本実施形態にて説明した複数の透過率エリアの濃度は例に過ぎず、ＮＤフィルタ
の進入方向先端側ほど透過率が高くなる（濃度が薄くなる）ように各透過率エリアの透過
率を設定すればよい。
【０１４０】
（第２実施形態）
図７および図８には、本発明の第２実施形態である光量調節ユニット９の構成を示してい
る。なお、本実施形態の基本構成は第１実施形態のものと同じであるために、共通する構
成要素には同符号を付している。また、ＮＤフィルターの開閉機構は第１実施形態と全く
同じであるため、ここでは絞り羽根の開閉機構についてのみ図７および図８を用いて説明
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する。
【０１４１】
図７は光量調節ユニット９′の分解斜視図、図８はその主要断面図である。
【０１４２】
ここで、２枚の絞り羽根９ｋのそれぞれには、絞りベース９ａに２箇所設けられている突
起部９ａ２と嵌合する穴部９ｋ１に加え、絞り駆動レバー９ｃと嵌合する長穴部９ｋ２が
形成されている。
【０１４３】
絞り駆動アクチュエータ９ｂの出力軸と連結された絞り駆動レバー９ｃが回転することに
よって２枚の絞り羽根９ｋのそれぞれが突起部９ａ２を回転中心として旋回し、絞り羽根
９ｋによって形成される開口径が変化し、光量調節が行われる。
【０１４４】
絞り羽根９ｋは光軸方向において地板９ａを挟んで絞り駆動モータ９ｂと反対側に位置し
ている。このようにすることによって、絞り羽根９ｋと絞り駆動モータ９ｂとの間に、地
板９ａ及び絞り駆動レバー９ｃをレイアウトすることができる。従来は、光軸方向におい
て、地板９ａに対して片側のみに絞り羽根９ｋ、絞り駆動レバー９ｃおよび絞り駆動モー
タ９ｂがレイアウトされていたのに対して、光軸方向における省スペース化を図ることが
できる。
【０１４５】
【発明の効果】
　以上説明したように、本願第１の発明によれば、遮光羽根を回動させるタイプの小絞り
状態でも光通過口が異形となりにくい羽根機構を持つとともに、地板等の支持板自体によ
って遮光羽根とＮＤフィルタの干渉を防止して遮光羽根およびＮＤフィルタのスムーズな
動作を確保でき、しかも第１および第２のアクチュエータを支持板を挟んで互いに反対側
に配置することによって、第１および第２のアクチュエータを光軸直交方向両側に配置す
る場合に比べてその光軸直交方向の寸法が小さい光量調節装置を実現することができる。
【０１４６】
　また、本願第２の発明によれば、駆動リングの回転により複数の遮光羽根を回動するタ
イプの小絞り状態でも光通過口が異形となりにくい羽根駆動機構を持つとともに、地板等
の支持板自体によって遮光羽根とＮＤフィルタの干渉を防止して遮光羽根およびＮＤフィ
ルタのスムーズな動作を確保でき、しかも駆動リングを支持板における光軸方向厚み内に
配置することによって遮光羽根とは別駆動されるＮＤフィルタを備えつつも光軸方向厚み
が薄く、さらには第１および第２のアクチュエータを支持板を挟んで互いに反対側に配置
することによって、第１および第２のアクチュエータを光軸直交方向両側に配置する場合
に比べてその光軸直交方向の寸法が小さい光量調節装置を実現することができる。
【０１４７】
なお、上記第１および第２の発明において、第１のアクチュエータを支持板を挟んで遮光
羽根又は羽根駆動機構とは反対側（つまりはＮＤフィルタ側）に配置すれば、光軸方向に
おいて、第１のアクチュエータと絞り羽根の間に、絞り駆動レバー及び上記支持板が配置
されるため、従来は支持板に対して光軸方向において、片側のみに絞り羽根、絞り駆動レ
バー、第１のアクチュエータがレイアウトされていたのに対して、光軸方向における省ス
ペース化を図ることができる。
【０１４８】
　さらに、第２のアクチュエータを上記支持板を挟んでＮＤフィルタとは反対側（つまり
は遮光羽根又は羽根駆動機構側）に配置することにより、光軸方向において、第２のアク
チュエータとＮＤフィルタとの間に、ＮＤ駆動レバー及び上記支持板が配置されるため、
従来は支持板に対して光軸方向において、片側のみにＮＤフィルタ、ＮＤ駆動レバー、第
２のアクチュエータがレイアウトされていたのに対して、光軸方向における省スペース化
を図ることができる。
【０１４９】
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また、ＮＤフィルタとしてそれぞれ濃度が異なる複数の透過領域を有するものを用いる場
合において、このＮＤフィルタにおける上記光通過口に重なる位置への進入方向先端側ほ
ど濃度が薄い透過領域を配置すれば、光通過口における素通し部分とＮＤフィルタが重な
った部分との透過率差が大きいことによる回折の影響を防ぐことができる。
【０１５０】
また、上記の光量調節装置を含み、この光量調節装置を通して矩形の撮像素子上に像を形
成する撮影レンズ鏡筒において、ＮＤフィルタの進退駆動方向を撮像素子の辺に対して傾
かせるようにすれば、ＮＤフィルタ駆動範囲の上記辺が延びる方向の寸法を小さくし、光
量調節装置が光軸直交方向のいずれか一方向にのみ大型化してしまうことを防止できる。
【０１５１】
さらに、第２のアクチュエータによりアーム部材を揺動駆動し、このアーム部材によって
ＮＤフィルタを進退駆動する場合に、アーム部材の揺動範囲を第２のアクチュエータにお
ける撮像素子の上記辺を延長した方向の端部よりも光軸側に収まるようにすれば、装置全
体における上記辺が延びる方向の寸法をより小さくすることができる。
【０１５２】
そして、このような撮影レンズ鏡筒を用いることにより、撮像装置の小型化を図ることが
可能となる。
【０１５３】
なお、ＮＤフィルタの進退駆動方向が上記のように斜めとなっている場合でも、ＮＤフィ
ルタにおける進入方向先端縁や濃度境界線を撮像素子の上辺に略平行となるようにすれば
、ＮＤフィルタの進退時に撮像画面中の明るさ変化に違和感が生ずるのを防止することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態である光量調節ユニットを備えた撮影レンズ鏡筒の分解斜
視図。
【図２】上記撮影レンズ鏡筒全体の主要断面図。
【図３】上記光量調節ユニットの分解斜視図。
【図４】上記光量調節ユニットの断面図。
【図５】上記光量調節ユニットのＮＤ駆動機構を像面側から見た図。
【図６】上記撮影レンズ鏡筒を備えたビデオカメラの電気回路の構成図。
【図７】本発明の第２実施形態である光量調節ユニットの分解斜視図。
【図８】上記第２実施形態の光量調節ユニットの断面図。
【図９】従来のビデオカメラ用レンズ鏡筒の断面図。
【図１０】従来の絞り装置の構成図。
【図１１】従来の絞り装置の構成図。
【符号の説明】
１　前玉鏡筒ユニット
２　変倍移動枠
３　シフトユニット
４　合焦移動枠
５　後部鏡筒
６，７，８　ガイドバー
９，９′　光量調節ユニット
９ａ　地板
９ｂ　絞り駆動モータ
９ｄ　駆動リング
９ｅ，９ｋ　絞り羽根
９ｆ　ＮＤ駆動モータ
９ｈ　ＮＤフィルタユニット
１０　リードスクリュー
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１１　ステッピングモータステータユニット
１２　リードスクリュー
１３　ステッピングモータステータユニット
１４，１５，６２　リセットセンサ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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